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１ 手引きの目的 

この手引きは、「海外展開助成金」の助成対象事業者が、事業の実施や経理処理、公益

財団法人にいがた産業創造機構（以下「NICO」という。）への報告にあたっての、基本的

な事柄を記載しています。 

 

２ 助成対象事業者の義務 

      助成金の交付決定を受けた事業者は、以下の事項を守らなければなりません。 

（実施要領第４条） 

（１） 助成事業の内容を変更（実施要領第８条に定める軽微な変更を除く）する場合は、 

事前に NICO の承認を得ること。 

（２） 事業を中止又は廃止する場合は、速やかに NICO の承認を受けること。 

（３） 提出書類を NICO に遅滞なく提出すること。 

（４） 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。 

（５） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証明書類を事業が完了した日の 

    属する年度の終了後５年間保存すること。 

（６） 事業実績（商談状況等を除く）及び助成金交付額について、NICO のホームページ上

で公表することに同意すること。 

（７） 事業終了後３年間、助成事業成果の報告及び助成事業に関する調査に協力すること。 

 

３ 助成事業実施中の留意事項 ※(3)(5)は商流構築支援コースのみ 

（１） 助成対象事業者は、事業の遂行状況について NICO から報告を求められる場合があ

ります。 

（２） 事業内容の変更、事業の全部若しくは一部を中止又は廃止をする場合、あらかじめ、

NICO に対して承認申請を行う必要があります。 

（３） 複数年度にわたる経費の配分の変更（今年度未執行分の次年度繰越し等）、予算計

上のない事業間での（Ⅰ海外市場調査事業、Ⅱ海外販路開拓事業、Ⅲ海外展開加速化

事業）の経費の変更はできません。 

（４） 助成金の支払いは、実績報告書や支払証明書類等の確認後となります。 

（５） ２か年申請で１年目に経費の支払を行い、２年目に出展する計画で出展を取りやめ

た場合等、助成金を返還いただく場合があります。 

  

重要 

本手引きは令和８年度採択企業者用に新たに策定したものです。内容を変更して

おりますので、過年度の手引きはご利用にならないようお願いいたします。 
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４ 助成金支払までのスケジュール 

（１）１年間の事業の流れ 

（２）スケジュール ※①④⑤⑥は商流構築支援コースのみ 

 助成対象事業者が実施すること NICO が実施すること 

１
年
度
目 

 交付決定（実施済） 

①遂行状況報告書の提出 

（令和８年 10 月末時点の状況について 

令和８年 11 月 10 日までに提出） 

 

 

②実績報告書の提出 

（期限：事業完了後 10 日以内、又は 

令和９年２月 15 日のいずれか早い日） 

③助成金請求書の提出 

 ※②実績と同時提出 

 

 内容審査、助成金額確定、支払 

２
年
度
目
䥹
２
か
年
事
業
の
場
合
の
み
䥺 

④遂行状況報告書の提出 

（令和９年 10 月末時点の状況について 

令和９年 11 月 10 日までに提出） 

 

 

⑤実績報告書の提出 

（期限：事業完了後 10 日以内、又は 

令和 10 年２月 15 日のいずれか早い日） 

⑥助成金請求書の提出 

 ※⑤実績と同時提出 

 

 内容審査、助成金額確定、支払 

※事業内容の変更等がある場合は、変更申請書（第２号様式）の提出を行い、NICOからの

事前承認を受ける必要があります。 
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５ 経理 

５－１ 留意事項について 

（１） 助成金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります※。 

また、通常とは違った業務管理、経理処理等が必要になります。事業完了後に資料 

がないということがないよう、十分注意してください。 

・ 実費弁償の考え方（実際事業に要した経費を支払います） 

・ 経費の区分管理（流用制限があります） 

・ 助成事業とその他の事業との区分管理 

・ 時系列での資料整理（日付が確認できるようにしてください） 

（２） 助成事業の経理処理にあたっては、助成金の交付の対象となる経費を明確に区別し

て処理することとなります。 

（３） 経費は、交付決定日以降に発生（発注）したもので、事業期間中に終了（支払）

したものが対象となります。ただし、事前着手が認められている経費（海外渡航

費、海外宿泊費、会場借上費（出展料等））については、交付決定日によらずに、

令和８年４月１日以降に発生（発注）したものを対象とすることができます。 

（４） 国、都道府県、市町村等から別途、補助金、委託費、助成金等が支給されている経

費は助成対象外となりますので注意してください（他の団体から既に補助金を受けて

いる経費、もしくは申請予定の経費は、本補助金の対象経費としての計上不可）。 

【対象外経費例】 

小規模事業者持続化補助金において、社員の出張費用を「旅費」として経費に計上 

して申請した。 

⇒当該費用を本助成金の「旅費」として費用計上することは不可。 

（５） 経費の虚偽申告や過大請求等による助成金の受給等の不正行為が判明した場合に

は 、交付決定の取消、助成金の全部又は一部の返還命令、不正内容の公表等の処分

が科される場合がありますので、適正な経理処理を常に心がけてください。 

 

５－２ 事務処理について 

（１） 本事業において助成対象経費となるものは、本事業に使用したものとして明確に

区分できるもので、かつ証明書類によって金額等が確認できるものに限ります。し

たがって、当該事業に使用されたことが確認できる資料、支払の根拠がわかる資料

（契約書等）の整理が必要となります。 

助成事業終了後に機構が行う完了検査時に、証明書類が不備で支払いが確認できない

対象経費についての助成金はお支払いできません。 

（２） 支払は銀行振込またはクレジットカードを原則とし、支払の事実を証明できる資

料を保管・整理してください。また、やむを得ず、現金で支払を行う場合にも、支

払の事実を証明する資料を保管・整理してください。なお、クレジットカードで支

払いを行う場合は、引き落とし日ではなく、利用日を支払日とみなしてください。 
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【支払証明書類について】※全てデータで可 

①申込書（発注書）または契約書 

② 請求書（請求明細書） 

③支払書類 

方法 証明書類例 

銀行振込の場合 
銀行振込受領書、預金通帳の写し等 

※外国送金の場合は外国送金書類の控の写し 

ネットバンキング 

の場合 

銀行が運営するWeb上で振込が証明できる画面 

（振込手続き完了画面、取引履歴画面等） 

ハードコピー、引落口座の該当部分の通帳コピー 

クレジットカード払い

の場合 

領収書、カード会社発行の｢カード利用明細書｣、ク

レジットカード決済口座の通帳のコピー等 

口座振替の場合 実際の振替が確認できる預金通帳の写し 

現金の場合 領収書 

【注意】 

・ 金融機関発行の外国送金計算書があるものは、日本円で記載してください。 

・ 支払証明書類で金額が外貨で標記されているものは、計算を行い「日本円」と

「計算式」を記載してください。 

・ 現地支払等で為替レートの記載が無い場合、財務省の外国為替相場を利用して

計算してください。また為替相場の適用期間と決済日（書面日）の日程を合わせ

てください。 

  【参考】財務省HP（外国為替） https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/ 

・ なお、経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、切り捨てに

より計算をしてください。 

（３） 助成対象外費用との混合払い（まとめ払い）を行った場合には、確認が可能な

書類（混合払いの内訳等）の整理が必要です。 

（４） 国内消費税及び銀行等口座振込手数料は助成対象外となりますので、対象経費

から控除して計上して頂く必要があります。 
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（５） 国内消費税において、支払証明書類に本体価格と消費税が別々に記載されてい

る場合は、それぞれを積算表に転記していただきますが、税込表記しかない場合

は本体価格と消費税に分け、計算して記載していただく必要があります。 

（本体価格の小数点以下は切り捨て、計算式は以下の通り） 

なお、海外の税金は控除不要です。 

【計算式】 

（例えば…税込価格 49,677 円の場合） 

49,677（税込価格）÷1.1 という計算をします。 

答えは、49,677÷1.1＝45,160.9090909…となりますが、 

小数点以下は切り捨てますので、本体価格は 45,160 円となります。 

 

税込価格の 49,677 円から本体価格を引いて消費税を算出します。 

税込価格        49,677 円 

本体価格（対象経費）  45,160 円 

消費税          4,517 円 

   ◆計算適用例 

・ 海外渡航時の施設使用料（SW）、旅客サービス施設使用料（PSFC）、旅客 

保安サービス料（OI、PSSC） 

・ 国内事業者への委託費、広告宣伝費、通信運搬費、通訳・翻訳費等 

 

（６） 支払証明書類が外国語表記の場合は、①その書類の用途（契約書、請求書、領

収書等）と、②書類内の主要な記載内容（請求企業、単価、請求総額、領収総額

等）について助成対象事業者が、概要が分かるメモの記入を日本語で行った上で提

出をお願いいたします。 

   【記入例】 

  

 

展示品輸送費分の請求書

  

会場借上費分の請求書 

 

単価 

 

請求総額

 

単価

 

  

請求総額 

 

外国語標記の書類について日本語での説明がないと、 

NICO で検査ができませんので、ご協力をお願いいたします。 
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６ 助成対象経費 

６－１ 経費の計上について 

助成対象経費の計上については、以下の条件に適合していることが必要です。 

（１） 助成対象事業として決定を受けた事業実施のために必要な最小限の経費 

（２） 助成対象期間内（１年目の助成対象経費は交付決定から令和９年２月 15 日までの支

払い、２年目の助成対象事業経費は令和９年２月 16 日から令和 10 年２月 15 日まで）

に契約、支払が完了した経費 

（３） 証明書類（請求書、領収書、Eチケット等）によって助成対象（使途、単価、規模等）

の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして明確に区分できる経費 

（４） 助成対象経費の計上は支払日が計上日となります 

※ ただし、助成対象期間中に「対象経費の支払」と「支払分の事項（例：見本市への 

出展、展示品の輸送等）」を行う必要があります。 
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６－２ 助成対象経費区分ごとの注意事項について 

事業実施に必要な以下の経費が助成対象となります。 

助成対象経費 

（各事業共通） 

①謝金（専門家等） 

②旅費（海外渡航費・現地宿泊費） 

③通訳・翻訳費 

④通信運搬費 

⑤会場借上費 

⑥展示装飾・設営費 

⑦広告宣伝費 

⑧認証取得費 

⑨商品開発費 

⑩販売促進費 

⑪越境ECサイト等関連費 

⑫委託費 

 ※ 「交付申請時の事業内容に合致した経費」である必要があります。 

 

① 謝金 

・ 外部専門家（コーディネーター、委員、講師等）に対する謝金 

・ 助成対象事業者又は参画事業者やその従業員を専門家等として支出の対象にする 

ことはできません。 

・ 謝金の単価は、その根拠が助成対象事業者の定める規程等により明確であり、その 

金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 

・ 当該外部専門家等に、業務を依頼した書類（例：委員就任依頼書、就任承諾書、 

業務の依頼書、承諾書等）の提出が必要です。 

【〇対象経費例】 

専門家に対する謝金 

【×対象外経費例】 

 外部専門家に対する年額・月額謝金、外部専門家への委託費 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、社内規程、業務依頼に係る書類（例：委員

就任依頼書、就任承諾書、業務の依頼書、承諾書等） 

 

② 旅費 

・ 対象は助成対象事業者の社員旅費に限ります。 

・ １社での出張の場合は２名を、グループ又はコンソーシアムによる出張の場合は 

１社当たり１名を上限とします。 

・ 「宿泊料」は、別紙「宿泊費基準額」に定める額を上限とします。 

・ プレミアムエコノミー、ビジネスクラス等、特別に付加された料金については、助

成対象外とします。 

・ 助成事業以外の用務が一連の行程に含まれる場合は、当該費用について用務の実

態を踏まえ、NICO が助成対象経費と助成対象外経費を決定いたします。 

（注意事項） 

・ 出張者は、事業遂行における必要最小限の人数で実施してください。 

・ 内規（旅費規程）等に基づき適正に命令等されたものでなければなりません。 
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・ 当該業務に従事したことがわかるよう、出張報告には、出張者、用務先、日付、

目的のほか、いつ、誰と、どこで、何をしたか記載してください。 

・ 旅費の行程は内規に基づき適切に計算してください。また、行程は最も経済的及

び合理的な経路により算出されたものであることが必要です。 

・ 銀行振込受領書等により支払の事実（支払の相手方（出張者）、支払日、支払額

等）を明確にしてください。 

【〇対象経費例】 

海外渡航時のエコノミークラス航空券代、宿泊代 

【×対象外経費例】 

プレミアムエコノミー以上の航空券、日当、出張期間の食費、土産代、海外旅行保険

代、対象国以外の出張経費 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、旅費規程、出張命令、行程表（スケジュー

ル表）、出張報告書、Eチケット※ 等 

※ E チケットで「渡航者氏名、渡航日、発着空港、座席クラス等の確認」をさせて 

頂きます。 

 

③ 通訳、翻訳費 

・ 助成事業で使用する資料等の翻訳、通訳に要する経費（１名まで） 

・ 現地で現金により通訳料を支払った場合、必ず領収書（任意の様式で可）を発行 

してもらってください。 

・ 翻訳の成果物についても保存のうえ、提出をお願いいたします。 

【〇対象経費例】 

本事業に係る現地調査時の通訳費、多言語版会社案内、パンフレット作成時の翻訳費 

【×対象外経費例】 

本事業とは直接関係のない通訳翻訳費（日常業務に係る翻訳等） 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、成果物（翻訳前後の資料） 

 

④ 通信運搬費 

・ 打ち合わせ等のための資料の郵送料、機器・機材等の運搬のために支払われる経費 

・ 本事業とは関係のない私物の輸送等は対象外 

【〇対象経費例】 

パンフレット、サンプル品、展示品等輸送費  

※サンプル輸送費を計上する場合、本事業に係るサンプル輸送であることを客観的に認められる証拠書

類（インボイス等）を必ず提出してください。 
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【×対象外経費例】 

従業員等の私物の輸送費 

【提出書類】５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、輸送関係の書類の控え 

 

⑤ 会場借上料 

  ・ 会場賃借料、ブース賃借料、見本市等の参加負担金。 

※１ 他団体等が取りまとめる展示会の共同出展にかかる参加費用等も含みます。出展面積は問いません。 

  ※２ 国・市町村、又はそれらが設立主体の独立行政法人等で国費が充当されている場合、助成対象となら

ない場合があります。詳細はP12に記載がありますので確認ください。 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照） 

 

⑥ 展示装飾・設営費 

・ 展示装飾、ブース設営等に要する経費 

【〇対象経費例】 

展示ブースの装飾費、レンタル備品費 

【×対象外経費例】 

イベント用什器等の購入費、消耗品費 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、展示装飾、ブース設営に係る契約書、図面 

 

⑦ 広告宣伝費 

・ 商品パンフ・ポスター等印刷製本費等 

・ 見本市等で配布するパンフレット等を作成する場合、助成事業で使用した分の費用 

のみを計上してください。 

・ 作成したパンフレット等は成果物として１部、提出してください。 

【〇対象経費例】 

見本市で配布するパンフレット印刷費、見本市で掲示するポスター等印刷費 

【×対象外経費例】 

 該当見本市以外で使う目的で作成されたパンフレット費等 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、成果物の写し 

 

⑧ 認証取得費 

・ 助成事業にかかる認証を取得する際に必要な経費。 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照） 
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⑨ 商品開発費 

助成事業の実施に必要な原材料・副資材等に支払われる経費並びに試作品等の設計、

デザイン、改良等に要する経費。 

※１ 商品開発のみを目的とする申請はできません。具体的な商流（商談）相手があり、開発（改良）後

に商談等を行う計画である必要があります。 

※２ 副資材とは試作開発に必要な消耗品等を指します。 

※３ 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、事業期間中に使い切ることを原則とします。事業

終了時点での未使用残存品に相当する経費は助成対象となりません。 

※４ 原材料費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成し、その受払いを明確

にする必要があります。 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、成果物の写真 

 

⑩ 販売促進費 

   ・ 現地での販促等に関連して、代理店等に対して支払う経費。 

※ 当該国での輸出実績を疎明するとともに、実施予定の企画書（任意様式）が必要です。 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、輸出実績、企画書 

 

 ⑪ 越境 EC サイト等関連費 

 ・ 越境 EC サイトの新規構築またはモールへの出展に関連して支払う経費 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、新規構築したサイト（またはモール）の表

示画面を印刷したもの 

 

⑫ 委託費 

・ 助成事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の 

事業者に行わせるために必要な経費（※） 

・ 委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である助成対象事業 

 者に成果物等を帰属させる必要があります。 

【×対象外経費例】 

コンサル業者等に支払われる月額や年間の契約費用 

【提出書類】 

５－２（２）の支払証明書類（P５参照）、契約書（委託内容、金額等について明記） 
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６－３ 助成対象外となる経費について 

以下の内容に該当する経費については、助成対象として計上することはできませんのでご

注意ください。 

《助成対象外となる経費の例①（WTO 協定関係）》 

本助成金が、WTO（世界貿易機関）上の協定である「補助金及び相殺措置に関する協定」

に抵触しないよう、次のような経費は助成対象外とします。 

ア 県内の商品・製品を営利目的に、海外で継続して販売・営業するための経費 

（テストマーケティング費用は除く） 

・ 県内の商品・製品を販売・営業するため、商社、代理店等に支払われる経費 

・ 「海外販売・営業拠点」を設立するための経費 

イ 県産品の海外における売上拡大に伴う原材料費、営業費用等に係る経費 

ウ 海外展開における販売・営業上の損失を補てんする経費 

 

本事業は、県内企業が行う海外での将来的な販売・営業行為を目指す取組みや、輸

出拡大に向けたマーケティングを支援するための助成事業であり、助成対象期間中に

おける海外での直接的な販売経費や原材料費に関する補填など、貿易歪曲化に該当し

うる経費は対象外となります。 

 

《助成対象外となる経費の例②（その他）》 

ア 契約から支払までの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費 

イ 助成事業とは関係のない経費 

ウ 領収書等の支払証明書類が不備の経費 

エ 他の取引と相殺して支払が行われている経費 

オ 公租公課（消費税・国際観光旅客税）、各種手数料（振込手数料、海外送金手数料

等）、収入印紙代等） 

カ 消耗品費、備品購入費、食事代、土産代、人件費（給与、残業手当等の諸手当） 

日当、海外旅行保険代、電話代、インターネット利用などの通信経費（※wi-fi レ

ンタル料と、それに付随する本事業の実施に必要な最低限の通信費は認めます） 

  キ 国費を財源とした他の補助金により助成されている経費 

 

※上記以外にも対象外となる経費がありますので、NICO へご確認ください。 
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７ 証明書類の整理 

（１） 事業区分や経費区分ごとに支払証明書類等を整理してください。 

（２） 事業区分ごとに支払った経費の一覧表を作成してください。 

（３） 支払証明書類には番号を付すなどして、経費区分の金額との対応関係が明確になる

ようにしてください。（P16「支払関係書類のファイリング方法」参照） 

 

８ 実績報告書 

当該事業の内容、成果及び経理処理等を以下のとおり、提出をしてください。実績報告書

は、交付すべき助成金の額を確定する根拠となる資料であることから、適正に作成すること

が必要です。 

 

＜提出書類＞ ※各コースで様式が異なるので、各自該当する様式をご確認ください。 

① 商流構築支援コース ② トライアルサポートコース 

第６号様式 実績報告書 第５号様式 実績報告書 

第６号様式 別紙１ 事業報告書 
第５号様式 別紙1-1(市場調査) 

または別紙1-2(見本市出展) 
第６号様式 別紙２ 経費実績書 

助成対象経費 実績積算表 

実績報告書提出書類チェックリスト 

「6－2 経費区分ごとの注意事項について」記載の支払証明書類一式 

※様式のダウンロード方法については、P15をご確認ください。 

 

＜作成方法＞  

・ 事業の内容は、当初計画と照らし当該事業で実施した内容を詳細に記載してください。 

・ 交付申請書で示した事業目標の達成状況について、具体的に記載してください。  

・ 支出された経費区分・種別が交付申請書と整合するよう留意してください。  

・ 参考書類として、写真や成果物（パンフレットの写し等）を添付してください。 

 

＜提出期限＞ （以下のいずれか早い日） 

・ 助成事業が完了した日（＝支払を完了した日）から 10 日を経過した日 

・ 令和８年度事業：令和９年２月 15 日 / 令和９年度事業：令和 10 年２月 15 日 

※ 例年書類の数が多く確認や修正に時間がかかるため、事業完了後、お早目に提出 

ください。 

 

９ 請求書 

提出いただいた実績報告書に基づき検査を行い、助成金の額を確定します。 

確定額は実績額よりも減額になることもありますが、一旦、実績報告の提出と同時に請求

書を提出してください。 

 



14 

10 収益納付（※該当企業には NICO から報告を依頼します。） 

 助成事業について、一定以上の収益が生じた場合、交付した助成金の全部または一部を 

納付していただく場合があります。収益納付の計算式は以下のとおりです。 

【 基準納付額：（B－C）× A÷D 】 

※ 上記の式により算出された額から前年度までに収益納付した額を差し引き、正の値で 

あった場合には、収益納付が発生します。 

A：助成金交付額（本事業にて交付を受けた助成金額） 

B：助成事業に係る収益額（助成事業に係る営業損益等（売上高－製造原価－販売管理費 

等）の各年度の累計） 

C：控除額（助成対象経費） 

D：助成事業に係る支出額（本報告の事業年度までに助成事業に係る費用として支出された 

全ての経費（補助事業終了後に発生した経費を含む。）） 
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【参考】様式集等のダウンロード方法 

 

「様式集、チェックシート」の電子データは、NICO ホームページよりダウンロードできます。 

 

ホームページアドレス https://www.nico.or.jp 

 

STEP１ NICO ホームページのトップページにある「サービス検索」より『海外展開したい』を 

選択。ページ内の「補助金採択者向け」を選択。 

 

STEP2 一覧から『海外展開助成金（採択者向け様式集）』を選択。 

◎２コースは別々の様式ですので、様式を間違えないようにご注意ください。 

 

STEP3 必要な書類をダウンロードしてご利用ください。 
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【参考②】支払関係書類のファイリング方法 

 

○ 支払証明書類番号順に A4 版にまとめ、インデックスを付しファイリングを行った上 

 でスキャンして PDF 化し、各１部を提出してください。 

○ 助成対象経費実績積算表の番号欄の番号とインデックス番号が一致するように整理 

してください。 

○ 支払証明書類が不備の経費については対象外経費となります。 

○ 下図のように事業区分、経費区分、項目ごとに取引手続順に整理してください。 

○ 内容が読み取れるよう、明瞭な状態でスキャンをしてください。 

  

振
込
受
領
書 

 

請
求
書 

 発
注
書 

 
① 

海外市場調査事業 

経費区分：事業費 

項目：通信運搬費 

番号① 

注意事項 

※１ 原本は提出しないでください。 

コピーを NICO へ提出してください。 

※２ 問い合わせをいたしますので、必ず担当

者の所属・名前・連絡先をご記載ください。 

また、お手元に控えを残してください。 

※３ 提出書類に不備が散見される場合は、 

資料を一旦返却いたしますので、再提出を

お願いいたします。 

用紙は A4 サイズとしてください。 
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１  内国旅行

別紙１  宿泊費基準額

　海外出張にあたり、航空便出発時刻の都合等により、やむを得ず国内で前泊や後泊が必要な場合には「１ 内国旅
行」の宿泊時基準額を参照してください。また、海外への出張時は「２ 外国旅行」の宿泊費基準額を参照してくだ
さい。

岩 手 県 9,000円 大 阪 府 13,000円

宮 城 県 10,000円 兵 庫 県 12,000円

秋 田 県 11,000円 奈 良 県 11,000円

宿泊地
宿泊費基準額

（１夜につき）
宿泊地

宿泊費基準額
（１夜につき）

北 海 道 13,000円 滋 賀 県 11,000円

青 森 県 11,000円 京 都 府 19,000円

山 形 県 10,000円 和歌山県 11,000円

福 島 県 8,000円 鳥 取 県 8,000円

茨 城 県 11,000円 島 根 県 9,000円

栃 木 県 10,000円 岡 山 県 10,000円

群 馬 県 10,000円 広 島 県 13,000円

埼 玉 県 19,000円 山 口 県 8,000円

千 葉 県 17,000円 徳 島 県 10,000円

東 京 都 19,000円 香 川 県 15,000円

神奈川県 16,000円 愛 媛 県 10,000円

新 潟 県 16,000円 高 知 県 11,000円

富 山 県 11,000円 福 岡 県 18,000円

石 川 県 9,000円 佐 賀 県 11,000円

福 井 県 10,000円 長 崎 県 11,000円

山 梨 県 12,000円 熊 本 県 14,000円

長 野 県 11,000円 大 分 県 11,000円

岐 阜 県 13,000円 宮 崎 県 12,000円

静 岡 県 9,000円 鹿児島県 12,000円

愛 知 県 11,000円 沖 縄 県 11,000円

三 重 県 9,000円
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